
平
成
25
年
第
３
回
定
例
会

　
　
　
　
　
　
　
（
予
定
）

９
月
3
日（
火
）
開
会

９
月
５
日（
木
）
一
般
質
問

９
月
６
日（
金
）
一
般
質
問

９
月
９
日（
月
）
一
般
質
問

９
月
10
日（
火
）
議
案
質
疑
、

　
　
　
　
　
　
　
委
員
会
付
託

９
月
11
日（
水
）
常
任
委
員
会

９
月
12
日（
木
）
常
任
委
員
会

９
月
25
日（
水
）
閉
会

※ 

日
程
は
変
更
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

（
前
列
左
か
ら
）

市
川
副
委
員
長
、井
野
委
員

長
、
蕨
委
員

（
後
列
左
か
ら
）

大
川
委
員
、
川
原
委
員
、

八
角
委
員

















編
集
後
記

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　

新
た
な
編
集
委
員
に
よ

る
、
初
め
て
の
議
会
だ
よ
り

発
行
と
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
平
成
25
年
5
月

に
行
わ
れ
た
第
1
回
臨
時
会

及
び
6
月
に
行
わ
れ
た
第
2

回
定
例
会
に
つ
い
て
編
集
を

い
た
し
ま
し
た
。

　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

は
、
よ
り
読
み
や
す
い
議
会

だ
よ
り
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
意
見
・
ご
感

想
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

７
月
３
日
、
成
東
文
化
会

館
の
ぎ
く
プ
ラ
ザ
で
、
山
武

郡
市
議
会
議
員
研
修
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
功
労
者
の
表
彰

の
後
、
東
京
大
学
名
誉
教
授

大
森　

彌
（
お
お
も
り　

わ

た
る
）
先
生
か
ら
「
地
方
分

権
改
革
と
市
町
村
自
治
の
ゆ

く
え
」
と
い
う
演
題
で
ご
講

演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

な
お
、
小
川
吉
孝
議
員
及

び
小
川
一
馬
議
員
が
、
議
員

と
し
て
10 

年
在
職
し
、
地
方

自
治
に
功
労
が
あ
っ
た
と
し

て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
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地域医療・高齢者対策に関する
特別委員会
日　　程　平成25 年10 月1日㈫、2 日㈬
視 察 先　長野県須坂市及び佐久市
視察内容　長野県立須坂病院及び佐
　　　　　久市立浅間総合病院にお
　　　　　ける、地域医療への取組み
　　　　　状況、課題について　ほか

防災・復興対策特別委員会
日　　程　平成25 年10 月9 日㈬、
　　　　　10 日㈭
視 察 先　宮城県南三陸町及び
　　　　　岩手県大船渡市
視察内容　東日本大震災に伴う復
　　　　　興に向けた取組み状況、
　　　　　課題について　ほか

　

平
成
25 

年
7 

月
12 

日
㈮
に
、

千
葉
県
内
市
町
村
議
会
を
対

象
と
し
た
議
会
広
報
研
究
会

が
千
葉
市
内
で
開
催
さ
れ
、

本
市
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員

が
参
加
し
ま
し
た
。
議
会
だ

よ
り
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
な

ど
、
丁
寧
に
指
導
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の

紙
面
づ
く
り
に
生
か
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
会
広
報
研
究
会

第
49
回
山
武
郡
市

議
会
議
員
研
修
会

議
員
は
地
域
の
行
事
等
に
出
席
し
た
場
合
に

      

金
品
を
贈
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

議
員
は
、
公
職
選
挙
法
に
よ
り
、
選
挙
区
内
の
人
や
団
体
に
対
し
て
寄
附
を
す
る

こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
有
権
者
が
議
員
に
対
し
て
寄
付
を
求
め
る
こ

と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

祭
り
、
運
動
会
、
各
種
会
合
な
ど
、
地
域
の
行
事
に
招
か
れ
た
議
員
は
、
飲
み
物
・

弁
当
の
接
待
等
を
受
け
た
お
礼
と
し
て
金
品
を
贈
っ
た
場
合
は
、
た
と
え
ど
ん
な
名

目
で
あ
っ
て
も
寄
附
を
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
通
知
に
会
費
が
明
記
さ
れ
た
完
全
会
費
制
の
会
に
出
席
し
、
そ
の
会
費

を
支
払
う
こ
と
な
ど
は
寄
附
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

市
議
会
議
員
は
、
法
令
を
遵
守
し
、
市
民
の
皆
様
の
信
頼
を
得
る
こ
と
に
引
き
続

き
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

視察予定


